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テーマごとに重要度を★の数でランク付け（４段階）しています。 
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Theme 1 利子所得等 

Theme 1-1 意義及び計算体系 ★ 

１ 利子所得の意義 

 利子所得とは、公社債の利子、預貯金の利子、合同運用信託の収益の分配、公社債

投資信託の収益の分配などに係る所得をいう。 

 

(1) 公社債 

① 国債及び地方債 

② 社 債 

 

(2) 預貯金 

① 預 金 …… 銀行預金など 

② 貯 金 …… ゆうちょ銀行の貯金など 

 

(3) 合同運用信託 

 合同運用指定金銭信託など 

 

(4) 公社債投資信託 

 投資信託の約款上、投資対象に株式を一切組み入れないこととして公社債に投資

して運用する投資信託をいう。 
 

【証券投資信託の課税関係】 

 

(5) 利子所得にならないもの 

① 友人に対する貸付金の利子 …… 雑所得 

② 所得税等の還付加算金 ………… 雑所得 

公 社 債 投 資 信 託 

そ   の   他 

(株式投資信託等) 

利子所得 

配当所得 

証
券
投
資
信
託 
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２ 非課税 

(1) 障害者等のマル優などの利子 

 障害者等については、元本350万円以下の少額預貯金等の利子、元本350万円以下

の公債（国債・地方債）の利子は非課税になる。 

 

(2) 財形貯蓄の利子のうち一定のもの 

 サラリーマンの財形貯蓄のうち住宅財形貯蓄と年金財形貯蓄について、あわせて

元本550万円までの利子は非課税になる。 
 

【財形貯蓄制度の概要】 

 

(3) 納税準備預金の利子 

 納税準備預金とは、租税納付目的である資金に限って預入れるための預金であり、

納税準備預金の利子は非課税になる。ただし、租税納付目的以外で引出された場合

には、課税される。 

 

３ 利子所得の金額 

 利子所得の金額は、受取った利子の金額（収入金額）をいい、収入金額から控除す

る金額はない。なお、収入金額とは、源泉徴収税額を控除する前の金額（税引前）を

いう。 

 

４ 源泉徴収 

 利子所得は、支払いを受けるときに20％（所得税15％※、住民税５％）が源泉徴収

される。 

※ 所得税については復興特別所得税 2.1％増（15.315％）とされるため、復興特別

所得税を考慮した場合の源泉徴収税額は20.315％となる。 

なお、2025年以降、復興特別所得税を１％引き下げ、代わりに所得税額の１％の

付加税が導入される予定である（以下、復興特別所得税について同様である）。 

 

  

財形貯蓄 

一般財形 

住宅財形 

年金財形 

課税 

元本550万円まで非課税 
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５ 課税方法 

(1) 預貯金の利子等 

 預貯金の利子等に課税される源泉徴収税額だけで課税関係が完結する、源泉分離

課税となる。したがって、確定申告をする必要はない。 

 なお、源泉分離課税は、源泉徴収制度を利用して課税関係を完結させるものであ

り、源泉徴収されたものがすべて源泉分離課税になるわけではないことに注意する。 

 

(2) 特定公社債（国債、地方債など）の利子、公社債投資信託の収益の分配など 

 特定公社債の利子等については、申告分離課税又は申告不要を選択することがで

きる。 

なお、申告分離課税と申告不要は支払いを受ける利子等ごとに選択できる。 

① 申告分離課税 

上場株式等に係る配当所得等の金額（課税所得金額は、上場株式等に係る課税

配当所得等の金額）として、他の所得と分離して申告することで、所得税15％

（15.315％）、住民税５％の税率で課税される。 

※ 上場株式等の譲渡損失の金額などがある場合には、損益通算によって、特定

公社債の利子等に係る源泉徴収税額の還付が行われることもあるため、このと

きは申告分離課税を選択して確定申告を行うと有利になる。 

② 申告不要 

特定公社債の利子等については、確定申告をしないことができる。 

したがって、源泉徴収税額だけで、所得税や住民税の課税関係が完結すること

になる。 

※ 申告不要を選択した場合には、源泉徴収税額だけで課税関係が完結すること

から、上記(1)の源泉分離課税と同じ結果になる。 

 

【利子所得の課税関係】 

種 類 課税方法 

預貯金の利子等 源泉分離課税 

特定公社債の利子等 

公社債投資信託の収益分配金等 

選

択 

申 告 不 要 

申告分離課税 
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【設 例】 

 

本年中に次の利子等（税込金額）を受けている。 

(1) 預金の利子       10,000円 

(2) 国債の利子       20,000円（申告分離課税を選択） 

(3) 社債の利子     40,000円（申告不要を選択） 
  

 

【解 答】 

Ｉ 各種所得の金額 

摘  要 金 額 計   算   過   程    (単位：円) 
 

利 子 所 得 

（ 申 告 分 離 ） 

 

 
 

20,000 

 

 
① 預金の利子  10,000（源泉分離） 

② 国債の利子  20,000（申告分離）←確定申告 

③ 社債の利子  40,000（申告不要） 
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Theme 1-2 金融類似商品の収益等 ★★★ 

１ 金融類似商品の収益 

 一時所得や雑所得となる所得であっても、20％（所得税15％※、住民税５％）の源

泉徴収だけで課税関係が完結する源泉分離課税となるものがある。 

※ 所得税については復興特別所得税 2.1％増（15.315％）とされるため、復興特別

所得税を考慮した場合の源泉徴収税額は20.315％となる。 

 

２ 外貨預金（外貨建て定期預金）の為替差損益 ☜ *頻出！ 

外貨預金の為替差損益は、雑所得とされ、次のように課税される。 

 

(1) 為替予約を付したもの 

 外貨預金の預入時に、将来において外貨を円貨にするレート等を現時点で予約する

取引である為替予約を行っているものは、源泉分離課税となる。 

 

(2) 為替予約を付していないものなど 

① 為替差損益 

雑所得として総合課税（源泉徴収はされない）される。 

なお、総合課税される為替差損は、雑所得の内部で内部通算を行う。この場合

において、「公的年金等に係る雑所得」とも内部通算できることに留意する。 

② 外貨預金の利子 

利子所得として源泉分離課税となる。 

 

【外貨預金の課税関係】 

項  目 課税方法 

外貨預金の為替差損益 
為替予約あり 源泉分離課税 

為替予約なし等 総合課税 

外貨預金の利子 源泉分離課税 
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【設 例】 

 

所得等が以下のとおりである場合、雑所得の金額を計算しなさい。 
  

銀行名 預金の利息 為替差損益 

ＮＡ銀行 35万円 為替差益  ８万円 

ＮＢ銀行 23万円 為替差損 ▲15万円 
  

・外貨預金は、為替予約は行っていない。 

・雑所得の金額（公的年金等） 110万円 
  

 

【解 答】 

雑所得の金額 

 公的年金等 為替差益 為替差損 

110万円 －（８万円 － 15万円）＝ 103万円 

※１ 預金の利息の合計額 58万円は、利子所得で源泉分離課税となる。 

※２ 外貨預金の為替差損益は、為替予約を付していないので、雑所得で総合課税さ

れる。 

※３ 雑所得内で、内部通算できる（公的年金等とも通算できる）。 

 

３ 一時払養老保険等の差益 ☜ *頻出！ 

一時払養老保険等の解約差益等は、一時所得とされ、次のように課税される。 

 

(1) 保険期間５年以内のものなど 

 保険期間が５年以内のものや保険期間が５年超であるが５年以内に解約されたこ

とにより生じた差益は、源泉分離課税となる。 

※ 一時払終身保険の場合には源泉分離課税の対象とはならず、一時所得として総

合課税されることに留意する。 

 

(2) 上記以外のもの 

 保険期間が５年超で、かつ、５年超で解約・満期となることにより生じた差益は

総合課税（源泉徴収はされない）となる。 

 なお、この場合には、一時所得の金額の計算上、50万円特別控除の適用があり、

また、総所得金額の計算上、２分の１されることに留意する。 
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【確認問題】 

 次の資料に基づき、本年分の各種所得の金額を計算しなさい。 

なお、源泉徴収されるものは、全て税込金額である。 

また、申告不要とできるものは、申告不要とする。 

〔資 料〕 

１．外貨預金の利子 95,000円 

２．外貨預金の為替差益（為替予約を付している） 202,500円 

３．友人に対する貸付金の利子 70,000円 

４．国債の利子 310,000円 

５．一時払養老保険（保険期間10年）の４年での解約差益 940,000円 

 

【解答欄】 
  

各 種 所 得 総 合 課 税 源泉分離課税 申 告 不 要 

利 子 所 得 円 円 円 

一 時 所 得 円 円 円 

雑 所 得 円 円 円 
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【解 答】 
  

各 種 所 得 総 合 課 税 源泉分離課税 申 告 不 要 

利 子 所 得 0 円 95,000 円 310,000 円 

一 時 所 得 0 円 940,000 円  円 

雑 所 得 70,000 円 202,500 円  円 

 

【解 説】 （単位：円） 

１．利子所得 

 外貨預金        95,000（源泉分離課税） 

 国  債       310,000（申告不要）※ 

※ 国債の利子については、申告分離課税または申告不要を選択適用できる。 

２．一時所得 

 一時払養老保険    940,000（源泉分離課税） 

３．雑所得 

為替差益       202,500（源泉分離課税） 

友人貸付金       70,000 
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Theme 2 配当所得 

Theme 2-1 意義及び計算体系 ★★ 

１ 配当所得の意義 

 配当所得とは、剰余金の配当及び証券投資信託（公社債投資信託を除く）の収益の

分配などに係る所得をいう。 

 

※１ 株式投資信託とは、投資信託の約款上、株式を組み入れることができる証券投

資信託であり、実際に株式を組み入れているかどうかではなく、投資対象に株式

を組み入れることができる証券投資信託は、全て株式投資信託に分類される。 

※２ 株主優待による所得は、雑所得とされる。 

 

２ 非課税 

 オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち、元本払戻金（特別分配金）は非課

税になる。 

 

３ 配当所得の金額 

配当所得の金額は、受取った配当金の額（収入金額）から株式などを取得するため

の負債（借入金）の利子の金額を控除して計算する。なお、収入金額とは、源泉徴収

税額を控除する前の金額（税引前）をいう。 
 
 

配当所得の金額 ＝ 収入金額 － 負債の利子 

 

 

 

配当所得 

剰余金の配当  … 株式の配当金など 

証券投資信託（公社債投資信託以外）の収益の分配など

… 株式投資信託の収益の分配など 
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４ 源泉徴収 

配当所得は、支払を受けるときに、次の税率で源泉徴収される。 

 

種     類 所得税 住民税 

上場株式等の配当（持株割合３％以上※１のものを除く） 
15％※２ ５％ 

証券投資信託の収益の分配 

その他（非上場、持株割合３％以上※１の上場株式等）の配当 20％※２ ― 

※１ 個人株主単独で持株割合（株式等保有割合）が３％以上であるものをいう。 

※２ 所得税については、復興特別所得税2.1％増（15％は15.315％、20％は20.42％）

とされるため、復興特別所得税を考慮した場合の源泉徴収税額はそれぞれ20.315％

と20.42％となる。 

 

５ 配当所得の課税方法 

原則として①総合課税※とされるが、②申告分離課税又は③申告不要の特例がある。 

※ 総合課税とした場合は、配当控除の適用がある。 

 



◆第１章 各種所得の金額◆ 

－12－ 

Theme 2-2 申告不要 ★★★ 

 配当所得は、支払を受けるときに源泉徴収が行われているため、一定のものについて

は確定申告をしないこと（申告不要）ができる。なお、申告不要を選択した場合には負

債利子の控除および配当控除の適用はできない。 

 

１ 上場株式等の配当等 

 上場株式等の配当※や証券投資信託の収益分配は、申告不要とすることができる。 

なお、申告不要とするための要件はない。したがって、配当金額の多寡に関わらず

申告不要とすることができる。 

※ 上場株式等の配当のうち、個人株主及びその者の同族会社を合わせた持株割合

（株式等保有割合）が３％以上のものについては申告不要制度を適用することがで

きない。ただし、下記２の適用はできる。 

 

２ 上記以外の配当等 

 上記１以外の配当等（非上場株式等の配当など）で、１回の支払金額が次の金額以

下であれば、申告不要とすることができる。 

 

10万円 × 
配当計算期間の月数(１月未満切上)

12
  

※ 計算期間12ヵ月（年１回配当）… 10万円以下 

※ 計算期間６ヵ月（年２回配当）… ５万円以下 

 

【配当所得の申告不要】 

区 分 申告不要を選択するための要件 

上場株式等の配当等 なし 

上記以外 
（非上場株式等の配当等） 

配当計算期間 
12ヵ月 10万円以下 

６ヵ月 ５万円以下 
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【設 例】 
 

Ａさんが本年中に支払いを受けた配当等（税引前）が以下のとおりである場合、

Ａさんの本年分の所得税の確定申告における配当所得の金額を計算しなさい。 

なお、確定申告不要を選択できるものは、すべて申告不要を選択する。 

 

銘柄等 
配当・分配等の

金額（税引前） 
備     考 

株式会社Ｘ 110,000円 
非上場株式。 

この配当に係る配当計算期間は、12ヵ月である。 

株式会社Ｙ  50,000円 
非上場株式。 

この配当に係る配当計算期間は、６ヵ月である。 

株式会社Ｚ 350,000円 
上場株式。 

この配当に係る配当計算期間は、12ヵ月である。 
  

※ 株式はいずれも内国法人のものであり、持ち株割合はいずれも３％未満である。 

※ 配当等の金額から控除する負債の利子はない。 

※ Ａさんが株主となる同族会社はない。 
  

 

【解 答】  

(1) 株式会社Ｘ（非上場） 

 110,000円＞100,000円（配当計算期間12ヵ月） ∴ 申告必要 

(2) 株式会社Ｙ（非上場） 

 50,000円≦50,000円（配当計算期間６ヵ月）  ∴ 申告不要 

(3) 株式会社Ｚ（上場） 

 金額の多寡に係わらず申告不要とできる。   ∴ 申告不要 

(4) 配当所得の金額  

 110,000円 
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Theme 2-3 申告分離課税 ★★★ 

１ 内 容 

上場株式等の配当等※１は、他の所得と分離して、確定申告を行うことで「上場株

式等に係る（課税）配当所得等の金額」として、所得税15％（住民税５％）の税率※２

で課税することができる。 

※１ 上場株式等の配当のうち、個人株主及びその者の同族会社を合わせた持株割合

（株式等保有割合）が３％以上のものについては申告分離課税制度を適用するこ

とができない。 

※２ 所得税については復興特別所得税 2.1％増（15.315％）とされるため、復興特

別所得税を考慮した場合の源泉徴収税額は20.315％となる。 

なお、分離課税によって確定申告した場合でも、適用される税率は、源泉徴収税率

（所得税15％および住民税５％）と同じ税率になるが、上場株式等の譲渡損失の金額

と損益通算したい場合などに適用することで源泉徴収税額の還付等を受けることがで

きる。 

 

【例 示】 
 

 上場株式等に係る配当所得等の金額を計算しなさい。なお、いずれも申告分離課

税を選択するものとする。 

(1) 上場株式等の配当等の金額  

 3,250,000円（源泉徴収税額650,000円控除前の金額） 

(2) 上場株式等の譲渡損失の金額  

 ▲2,000,000円 
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【解 説】  

 3,250,000円－2,000,000円＝1,250,000円 

※ 上場株式等の配当所得等につき申告分離課税を選択することで、上場株式等の譲

渡損失との損益通算が行える。なお、これにより、配当所得の金額について源泉徴

収税額の還付を受けることができる。 

① 源泉徴収税額（源泉徴収税率20％とする） 

3,250,000円×20％＝650,000円 

② 適正税額（損益通算後） 

1,250,000円×20％＝250,000円 

③ 還付税額 

①－②＝400,000円 
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Theme 2-4 負債の利子 

１ 原 則 

 株式等取得のための負債の利子で、その年においてその元本を所有していた期間に

対する部分の金額を控除する。 

 
 

負債の利子× 
その年中の元本所有月数（１月未満切上げ） 

12 
 

 

２ 申告不要を選択した場合 

 申告不要を選択した配当等に係る負債の利子は控除できない。 

 

【参 考】 譲渡した株式に係る負債の利子 

 譲渡した株式等の譲渡年分の負債の利子は、株式等に係る譲渡所得の金額の計算上

控除され、配当所得の金額の計算上控除できない。 
 
 

年末現在所有 …… 配当所得の金額の計算上控除 

本年中に譲渡 …… 譲渡所得の金額の計算上控除 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年 

譲渡 
▼ 

取得 
▼ 

2026年の株式等 
の計算上控除 

2025年の配当所得 
の計算上控除 

2026年 

負債の利子 
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【例 示】 

 

 本年中の配当等（税込金額）は、次のとおりである。 

 配当所得の金額を計算しなさい。 

〔資 料〕 

(1) Ａ社株式の剰余金の配当   150,000円 

※ Ａ社株式取得のための負債の利子   43,000円 

(2) Ｂ社株式の剰余金の配当   40,000円（申告不要とする） 

※ Ｂ社株式取得のための負債の利子   10,000円 
  

 

【解 説】  

(1) 収入金額 

Ａ社株式  150,000円 

※ Ｂ社株式 40,000円は、申告不要を選択する。 

(2) 負債の利子 

Ａ社株式  43,000円 

※ Ｂ社株式の負債利子は、申告不要を選択したため控除できない。 

(3) (1)－(2)＝107,000円 
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【確認問題】 

 Ａさんは、本年中に次の配当収入を受けている。 

 総合課税する配当所得の金額を計算しなさい。 

 なお、申告不要とできるものは、申告不要とする。また、Ａさんの持株割合はすべ

て３％未満であり、Ａさんが株主となる同族会社はない。 

 

銘  柄 税込金額 計算期間 付 記 事 項 

Ａ株 (上 場) 80,000 円 半年  

Ｂ株 (非上場) 100,000 円 １年  

Ｃ株 (非上場) 250,000 円 １年 負債の利子が 40,000円ある。 

 

【解答欄】 
  

円 

 

 

【解 答】 
  

210,000 円 

 

【解 説】 

１．Ａ株は上場されているため、申告不要とする。 

２．Ｂ株は非上場で計算期間が１年で 100,000円以下であるため、申告不要とする。 

３．Ｃ株は非上場で計算期間が１年で 100,000円を超えているため、総合課税する。 

 その際に、負債の利子を控除する。 

① 収入金額  250,000円 

② 負債の利子  40,000円 

③ ①－②＝210,000円 
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【上場株式等の配当等と損益通算・配当控除等との関係】 
 

 
負債利子 

の控除 
配当控除 

上場譲渡損と

損益通算等 

源泉徴収税額

の精算 

総 合 課 税 ○ ○ × ○ 

申告分離課税 ○ × ○ ○ 

申 告 不 要 × × × × 

 

【源泉徴収税率と課税方法の簡単な整理】 
 

源泉徴収税率 例      示 課 税 方 法 

15％ 

（15.315％)＊１ 

上場株式等（持株３％未満)＊２の配当等 

証券投資信託の収益の分配 

総 合 

申 告 分 離 

申 告 不 要 

20％ 

（20.42％)＊１ 

上場株式等（持株３％以上)＊２の配当等 

非上場株式の配当 

総     合 

少額配当の申告不要 

＊１ （カッコ内）は、復興税込の税率 

＊２ 2023年10月以降、持株割合（株式等保有割合）が３％以上であるかどうかの判

定は、源泉徴収税率については個人株主単独で計算し、課税方法については個人

株主及びその者の同族会社を合わせて計算する。 

※ 上場株式等の配当等の一般的な課税方法 

① 総合課税 ……… 配当控除を適用したい場合 

② 申告分離課税 … 上場株式等の譲渡損失と損益通算したい場合 

③ 申告不要 ……… 一般的な場合（高額所得者は、申告不要が有利） 

※ 非上場株式等の配当等の一般的な課税方法 

① 原 則 ………… 総合課税 

② 10万円（５万円）以下の少額配当 

 ………… 申告不要にできる（高額所得者は、申告不要が有利） 
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索  引 
 

【英数字】 

10室以上 ······························· 20 

２種類以上の事業 ······················ 362 

５％基準 ························· 101, 117 

５棟以上 ······························· 20 

５分５乗方式 ··························· 93 

ＺＥＨ水準省エネ住宅 

（特定エネルギー消費性能向上住宅） ·· 245 

 

【あ】 

青色事業専従者 ··················· 213, 214 

青色事業専従者給与 ················ 60, 267 

青色事業専従者給与等 ··················· 20 

青色事業専従者給与に関する届出書 ······· 60 

青色申告 ·························· 20, 266 

青色申告者 ····················· 22, 38, 60 

青色申告承認申請書 ···················· 266 

青色申告制度 ·························· 266 

青色申告特別控除 ·················· 20, 267 

青色申告特別控除額 ················· 22, 38 

青色申告の取りやめ届出書 ·············· 266 

預り金 ································· 24 

安全性分析 ···························· 394 

 

【い】 

遺贈 ·································· 110 

遺族年金等 ···························· 152 

一時所得 ························· 142, 165 

一時払終身保険 ····················· 7, 143 

一時払養老保険等 ························ 7 

一時払養老保険の解約差益等 ············ 143 

一括償却資産 ·························· 299 

一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額 ·· 236 

一般株式等に係る譲渡所得 ··············· 95 

一般株式等に係る譲渡所得等の金額 ······ 116 

一般財形 ································ 3 

一般障害者 ···························· 209 

一般生命保険契約 ······················ 203 

一般扶養親族 ·························· 216 

医療費控除 ······················· 196, 251 

医療費控除の特例 ······················ 198 

印紙税 ···························· 45, 322 

飲食費 ································ 314 

【う】 

受取配当等の益金不算入 ················ 296 

売上原価 ······························· 43 

売上債権回転率 ························ 395 

売上高営業利益率 ······················ 395 

売上高原価率 ·························· 395 

売上高総利益率 ························ 395 

売上割戻 ······························ 315 

売掛債権の特例 ························ 328 

 

【え】 

営業活動によるキャッシュ・フロー ······ 384 

益金 ·································· 294 

益金算入 ······························ 295 

益金不算入 ······················· 295, 296 

延滞金 ···························· 45, 322 

延滞税 ······················· 45, 251, 322 

延納 ·································· 251 

 

【お】 

横領 ·································· 194 

オーバーローン ························ 183 

 

【か】 

買換資産 ······························ 134 

買換資産等 ···························· 182 

外貨預金の為替差益 ···················· 152 

外貨預金の為替差損益 ···················· 6 

外貨預金の利子 ·························· 6 

会議費 ································ 315 

介護・育児休業期間 ····················· 84 

介護医療保険契約 ······················ 203 

介護費用 ······························ 196 

解雇予告手当 ··························· 82 

概算経費 ······························· 66 

概算取得費 ······················· 101, 117 

会社更生法 ···························· 328 

会社法 ································ 374 

会社法の役員 ·························· 302 

改定 ·································· 303 

改定取得価額 ··························· 52 

改定償却 ······························· 52 

改定償却率 ····························· 52 
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各種所得の金額の計算 ·················· 400 

確定所得申告（確定申告義務） ·········· 250 

確定申告書Ａ ·························· 251 

確定申告書Ｂ ·························· 251 

確定申告の種類 ························ 250 

確定申告不要 ·························· 251 

確定損失申告 ·························· 250 

家事関連費 ····························· 44 

家事上の経費 ··························· 44 

家事消費 ······························· 41 

貸倒損失 ······························ 328 

過少申告 ······························ 254 

過少申告加算税 ························ 254 

課税売上げに係る消費税額 ········· 344, 356 

課税売上割合 ·························· 356 

課税山林所得金額 ······················ 236 

課税仕入れに係る消費税額 ········· 344, 356 

課税事業者 ···························· 345 

課税事業者選択届出書 ·················· 350 

課税事業者の選択 ······················ 350 

課税所得金額 ·························· 192 

課税所得金額の計算 ··············· 192, 401 

課税総所得金額 ··················· 234, 236 

課税総所得金額等 ······················ 240 

課税退職所得金額 ······················ 236 

課税短期譲渡所得金額 ·················· 236 

課税長期譲渡所得金額 ·················· 136 

課税取引 ······························ 352 

課税標準の計算 ························ 164 

過大申告 ······························ 254 

過怠税 ···························· 45, 322 

寡婦控除 ······························ 210 

株式会社 ······························ 290 
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